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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第37期

第３四半期連結
累計期間

第38期
第３四半期連結

累計期間
第37期

会計期間
自　平成24年４月１日
至　平成24年12月31日

自　平成25年４月１日
至　平成25年12月31日

自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日

売上高 （千円） 11,371,213 10,377,541 15,635,239

経常利益又は経常損失（△） （千円） 110,807 △94,163 241,448

四半期純利益又は四半期（当期）

純損失（△）
（千円） 5,811 △339,397 △76,845

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △61,421 △359,026 △75,692

純資産額 （千円） 4,400,249 3,840,230 4,329,996

総資産額 （千円） 13,625,393 13,276,138 13,495,864

１株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり四半期（当期）純損失

金額（△）

（円） 0.58 △33.75 △7.64

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 30.19 27.19 30.40

　

回次
第37期

第３四半期連結
会計期間

第38期
第３四半期連結

会計期間

会計期間
自　平成24年10月１日
至　平成24年12月31日

自　平成25年10月１日
至　平成25年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 16.33 4.76

（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２　売上高には、消費税等は含んでおりません。　

３  第37期第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。第38期第３四半期連結累計期間及び第37期の潜在株式調整後１株当たり四

半期（当期）純利益金額については、１株当たり四半期（当期）純損失であり、また、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。　

　

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

EDINET提出書類

株式会社ウィザス(E04850)

四半期報告書

 2/20



第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

　

(1)経営成績の分析

　当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済対策や日銀の金融政策の効果もあり、円安や

株価上昇、企業収益の改善など、日本経済全体として景気回復の兆しが現れてきましたが、一方で円安進行による

原材料価格の上昇や消費税増税による消費マインド減退の可能性など、今後もその影響を注視していく必要があり

ます。

　当業界におきましては、顧客の選別志向は更に高まり、生徒獲得に向けたサービス競争が強まるとともに、業界

再編や新分野進出等の動きがより一層顕著になっております。

　このような中、当社グループでは競争力強化のため顧客満足度向上に全力を尽くすとともに、既存講座の見直し

と新規講座の開発、社会人の資格取得を中心とした対象学齢層の拡大、ICT教育の推進等を実施してまいりまし

た。また、コスト削減に注力し、人員配置の見直しによる人件費の削減、生徒数の変動や時間割の見直しに伴う適

正校舎面積への移行による賃料削減、新聞媒体による広告から主要ポータルへの広告展開や教育イベントによる集

客への移行等、広告宣伝費節減に取り組んでまいりました。

　以上の結果、当第３四半期連結累計期間における連結業績につきましては、売上高は103億77百万円（前年同期

比8.7%減）となりました。経費につきましては予算統制により経費削減に注力し、売上原価が81億99百万円、販売

費及び一般管理費が22億60百万円、経費合計104億59百万円（同6.9%減）と一定の効果を上げました。しかしなが

ら、減収幅を補いきれず、営業損失は81百万円（前年同期は営業利益１億39百万円）、経常損失は94百万円（前年

同期は経常利益１億10百万円）、四半期純損失は３億39百万円(前年同期は四半期純利益５百万円)となりました。

　なお、当社グループの収益構造は、新年度開始となる４月の生徒数が通期で最も少なく、その後増加していくこ

とや夏・冬・春の季節講習会時に売上高が通常月以上に増加することから、第４四半期に最も収益力が高くなると

いう傾向があり、季節的な変動要因があります。

　

　セグメント別の業績は次のとおりであります。

　

①学習塾事業　

　学習塾事業につきましては、顧客満足度向上に注力し、生徒のモチベーションのアップにより学力の向上と人間

力の成長を図る教育手法として独自の意欲喚起教育EMS(the Educational Method of Self-motivation)の展開と成

績向上に柱をおいた指導をしてまいりました。また、新規７校・増床１校の設備増強を図るとともに、ICTを活用

した教育サービスの推進を行ってまいりました。

　集団指導コースは厳しい局面が継続しており、当第３四半期末生徒数は21,795名（前年同期比4.8%減）となりま

したが、個別指導コースの生徒数が増加し、全体の生徒数としては対前年比で４月末時点の92.3%から12月末時点

の95.2%と回復の兆しが出ております。また、当社では成績向上と顧客満足度の向上に注力しており、12月には教

育情報サイト「リセマム」の実施する顧客満足度調査で決定する「イード・アワード2013塾」において総合満足度

関西第１位(最優秀賞)を受賞しました。これらの結果、売上高は62億28百万円（同6.5%減）となりました。

　

②高校・キャリア支援事業　

　高校・キャリア支援事業につきましては、顧客ニーズの変遷に伴い、商品ラインを再構築しており、従来の高

認・サポート校中心のサービス提供から通信制高校を主体としたサービス展開へ期首より本格的に転換してまいり

ました。そのことにより、高校の生徒数は対前年比で100.3%(12月末時点)と増加傾向にあります。しかしながら、

キャリア支援におけるこれまでの高卒認定通学コースの廃止に伴い、当第３四半期末生徒数は7,158名（前年同期

比10.5%減）となり、売上高は30億41百万円（同13.4%減）となりました。

　なお、経営効率向上のため、高校とキャリア支援の授業時間帯を従来の同時間帯並行運営から土日・夜間を活用

した２回転シフトに変更し、適切な校舎面積と要員数へ転換するため、移転３校・減床４校・統合１校を順次進め

ております。
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③その他

　その他につきましては主に、能力開発事業、企業内研修ポータルサイト・コンテンツ開発販売事業及びデジタル

教育サービス事業、広告事業等に係る業績を計上しており、売上高は11億６百万円（前年同期比7.3%減）となりま

した。

　

(2）財政状態の分析

（資産）

　流動資産は、前連結会計年度末に比べて10.1%増加し、42億77百万円となりました。これは主に、授業料等未収

入金が３億３百万円、その他に含まれる繰延税金資産が97百万円増加したことによるものであります。

　固定資産は、前連結会計年度末に比べて6.4%減少し、89億98百万円となりました。これは主に、有形固定資産が

１億98百万円、無形固定資産が１億43百万円、敷金及び保証金が１億27百万円減少したことによるものでありま

す。

　この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて1.6%減少し、132億76百万円となりました。

　

（負債）

　流動負債は、前連結会計年度末に比べて3.4%増加し、61億27百万円となりました。これは主に、短期借入金が11

億85百万円増加し、前受金が５億90百万円、支払手形及び買掛金が１億60百万円、賞与引当金が１億29百万円、未

払法人税等が１億７百万円減少したことによるものであります。

　固定負債は、前連結会計年度末に比べて2.2%増加し、33億７百万円となりました。これは主に、社債が１億57百

万円、退職給付引当金が61百万円増加し、長期借入金が76百万円、資産除去債務が32百万円減少したことによるも

のであります。

　この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて2.9%増加し、94億35百万円となりました。

　

（純資産）

　純資産は、前連結会計年度末に比べて11.3%減少し、38億40百万円となりました。これは主に、利益剰余金が４

億81百万円減少したことによるものであります。　

　

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等

（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

 

１　基本方針の内容　

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者としては、当社企業価値の源泉である当社の教育理

念及び経営理念、多くのステークホルダーとの信頼関係を理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益

を、中長期的に確保、向上させ得る者が望ましいと考えております。

もとより、当社取締役会は、当社が上場企業である以上、当社株式等の売買は、当社株主の皆様の判断にお

いてなされるのが原則であり、当社株式等の大規模買付行為が行われる場合においても、その諾否は、最終的

には株主の皆様の自由なご意思により判断されるべきものであると考えており、大規模買付行為を全て否定す

るものではありません。

しかしながら、当社株式等の大規模買付行為が行われる場合、その目的・手法等から見て会社に回復し難い

損害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、株主が買付けの条件等について

検討し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するための十分な時間や情報を提供しないもの、買付者の提示

した条件よりも有利な条件をもたらすために買付者との交渉を必要とするもの等、当社の企業価値ひいては株

主共同の利益に資さない大規模買付行為が行われる可能性も否定できません。

当社は、当社株式等に対してこのような大規模買付行為を行う者は、例外的に当社の財務及び事業の方針の

決定を支配する者として適切でないと考えております。

 

２　当社の財産の有効活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する取組み

当社は、「顧客への貢献」、「社員への貢献」、「社会への貢献」という経営理念の下、「”社会で活躍で

きる人づくり”を実現できる最高の教育機関をめざす」というコーポレートビジョンの具現化のステップとし

て、平成26年３月期から平成28年３月期までの中期経営計画を策定しております。具体的には、幼児から高校

生までを対象とする教科学習指導・進学受験指導及び能力開発指導を行う「学習塾事業」、国の検定である高

等学校卒業程度認定試験の受験指導・進路指導や、広域通信制単位制高等学校の運営及び在学生の教科指導や
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進路指導を行う「高校・キャリア支援事業」を主たる事業として営むとともに、e－ラーニング、スクールシ

ティ及び速読を中心とした能力開発教育を推進する「能力開発事業」を通じて、より一層の経営基盤の強化を

図り、株主・顧客・社員にその成果を高いレベルで還元できる企業作りを目指しております。また、事業分野

ごとに、教育理念、経営理念に基づき、社会で活躍できる人づくりを目的として、達成目標と具体的施策を定

めております。当社はこれらの施策を実現させることによって、社会的貢献を果たすとともに、当社の企業価

値の向上に努めております。

一方、コーポレートガバナンス充実策の一貫として、平成16年４月より執行役員制度を導入し取締役と連携

して、企業価値向上を目指し、業績確保・業務改革・顧客満足度やＩＲの視点等にスポットを当て検討し、業

務執行に反映させております。

加えて、平成18年５月に内部統制システム構築の基本方針を定め、コンプライアンス委員会の設置、コンプ

ライアンス基本規程・経営リスク管理規程・社内通報保護規程の制定を行った上で、当社グループのコンプラ

イアンスの推進に取り組んでおります。

 

３　基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するため

の取組み

当社は、前述の株式会社の支配に関する基本方針に照らし、「当社株式等の大規模買付行為に関する対応

策」(以下、「本対応策」といいます)を導入を決議しております。本対応策は、特定株主グループの議決権割

合を20％以上とすることを目的とする当社株式等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合

が20％以上となる当社株式等の買付行為(いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除きま

す。また市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。以下、このような買付行為を「大

規模買付行為」といい、大規模買付行為を行おうとする者を「大規模買付者」といいます。)が行われる場合

に、①事前に大規模買付者が当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、②当社取締役会による一定

の評価期間が経過した後、または株主意思確認総会を開催する場合にあっては当該株主意思確認総会終了後に

大規模買付行為を開始する、という一定の合理的なルール(以下、「大規模買付ルール」といいます。)の遵守

を大規模買付者に求める一方で、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう大規模買付行為を対

抗措置をもって抑止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させることを目的とするもので

す。

当社の株式等について大規模買付行為が行われる場合には、まず当社取締役会宛に、大規模買付ルールに従

う旨の誓約文言及び意向表明書を、日本語にて提出を求めます。なお、誓約文言については、当社取締役会と

独立委員会（本対応策の適正な運用及び本対応策に関する当社取締役会の恣意的な判断を排除し、その決定の

客観性・合理性を確保するために設置される会議体であり、業務執行を行う経営陣から独立している社外取締

役、社外監査役、又は社外有識者のいずれかに該当する者により構成され、大規模買付者が大規模買付ルール

を遵守したか否か、対抗措置の発動の当否等について、当社取締役会の諮問に対して勧告を行います。）が妥

当と認める文言とします。当社取締役会は意向表明書受領後、10営業日以内に株主の皆様の判断及び取締役会

としての意見形成のために必要かつ十分と考える情報（以下「大規模買付情報」といいます。）のリストを大

規模買付者に対して交付いたします。大規模買付情報のリストの交付後、大規模買付者には、当社取締役会に

対して適宜当社取締役会が要求した追加の大規模買付情報を提供していただき、原則として当社取締役会から

大規模買付者に対して大規模買付情報のリストが交付されてから60日以内に大規模買付情報の提供を完了して

いただくこととします（以下「大規模買付情報提供期間」といいます。）。もっとも、大規模買付情報の具体

的な内容は大規模買付行為の内容及び規模によって異なることもありうるため、当社取締役会は、大規模買付

行為の内容及び規模並びに大規模買付情報の具体的な提供状況を考慮して、大規模買付情報提供期間を延長す

ることができるものとします（ただし、延長の期間は原則として上限を30日間とします。）。当社取締役会

は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が大規模買付情報の提供を完了した後、60日間(対

価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合)又は90日間(その他の大規模買付行為

の場合)を当社取締役会による大規模買付行為の評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間とし、

当社取締役会は、独立委員会に対抗措置発動の是非、株主意思確認総会の要否その他当該大規模買付行為に関

連する事項について諮問し、また、弁護士、公認会計士、フィナンシャル・アドバイザー等の外部専門家の助

言を受けながら、独立委員会からの勧告等を最大限尊重した上で、当社取締役会としての意見をとりまとめま

す。また、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役

会として株主の皆様への代替案を提示することもあります。

なお、独立委員会が取締役会評価期間内に勧告をなすに至らない場合、又は当社取締役会が、取締役会評価

期間内に大規模買付行為に対する当社取締役会の意見を形成し、当社取締役会の決定による対抗措置を講じる

か否か、または、株主意思確認総会を招集するか否かの判断を行うに至らない場合（取締役会決議による対抗

措置を講じないとの判断に至った場合でも、株主意思確認総会を招集するか否かの判断を行うに至らない場合

を含みます。）、当社取締役会は、独立委員会に諮問の上、必要な範囲内で取締役会評価期間を延長すること

ができるものとします（ただし、延長の期間は原則として上限を30日間とします。）。この場合、当社取締役
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会は、取締役会評価期間の延長を必要とする理由、延長期間、その他当社取締役会又は独立委員会が適切と認

める事項について、速やかに開示いたします。

当社取締役会は、本対応策の適正な運用及び本対応策に関する当社取締役会の恣意的な判断を排除し、その

決定の客観性・合理性を確保するため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役、社外監査

役、又は社外有識者のいずれかに該当する者の中から選任された委員からなる独立委員会を設置し、対抗措置

を発動するか否か、対抗措置を発動することにつき株主意思確認総会を開催するか否か等の本対応策に係る重

要な判断に際しては、独立委員会に諮問するものとします。

独立委員会は当社取締役会より諮問された事項その他につき、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の毀

損防止の観点から、当該大規模買付行為について、中立的な立場で慎重に評価・検討の上で、当社取締役会に

対し勧告等を行います。なお、当社取締役会は、対抗措置の発動、株主意思確認総会の開催を含む独立委員会

に対する諮問事項等につき最終的な決定を行うにあたっては、独立委員会の勧告等を最大限尊重いたします。

当社取締役会は、独立委員会の勧告、または株主意思確認総会の決議内容に従い、対抗措置の発動・不発動等

の決議を行います。

当社取締役会が具体的対抗措置として、新株予約権無償割当てをする場合には、新株予約権者は、当社取締

役会が定めた１円以上の額を払い込むことにより新株予約権を行使し、当社普通株式を取得することができる

ものとし、大規模買付者を含む特定株主グループ等に属する者は行使が認められないという行使条件や、当該

行使条件のため新株予約権の行使が認められない者以外の者が有する新株予約権を当社が取得し、対価として

当社普通株式を交付することができる旨の取得条項を定めるなど、対抗措置としての効果を勘案した行使期

間、行使条件等を設けることがあります。また、当社取締役会が具体的対抗措置を発動することを決定した後

であっても、当該大規模買付者が大規模買付行為もしくはその提案の撤回又は変更を行った場合など対抗措置

の発動が適切でないと当社取締役会が判断した場合には、当社取締役会は、独立委員会の勧告等を十分に尊重

した上で、対抗措置の発動の停止又は変更等を行うことがあります。当社取締役会は、このような決議を行っ

た場合は、速やかに開示いたします。

本対応策は平成23年６月24日開催の定時株主総会(以下、「本定時株主総会」といいます。)において、出席

株主の皆様の議決権の過半数のご賛同をいただきましたので、本対応策の有効期間は、本定時株主総会終結の

時から３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとされております。

以降、本対応策の継続については当社の定時株主総会の承認を経ることとします。また、当社取締役会は、法

令・金融商品取引所規則の改正・解釈の変更や司法判断の動向を踏まえ、独立委員会の承認を得た上で、必要

に応じて本対応策を変更することがあります。

 

４　各取組みに対する当社取締役の判断及びその判断に係る理由

本対応策は、大規模買付行為を受け入れるか否かが最終的には当社株主の皆様の判断に委ねられるべきこと

を大原則にしつつ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守るために必要な範囲で大規模買付ルールの遵

守の要請や対抗措置の発動を行うものです。本対応策は、上記のとおり、合理的かつ詳細な客観的要件が充足

されなければ発動されないよう設定されており、当社取締役会による恣意的な運用を防止するための仕組みが

確保されております。

また、当社取締役会は単独で本対応策の更新を行うことはできず、当社株主の皆様の承認を要します。

さらに、大規模買付行為に関して当社取締役会が評価・検討、取締役会としての意見のとりまとめ、代替案

の提示、大規模買付者との交渉を行い、又は対抗措置を発動する際には、外部専門家の助言を得るとともに、

独立委員会の勧告等を得て、これを最大限尊重することとしております。

加えて、株主意思確認総会を開催する場合には、対抗措置発動の是非について株主の皆様のご意思を直接確

認することになります。

このように、本対応策には、当社取締役会による適正な運用を担保するための手続が盛り込まれています。

以上から、本対応策が当社役員の地位の維持を目的とするものではないことが明らかであると考えておりま

す。

　

(4）研究開発活動

該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】 

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 44,760,000

計 44,760,000

　

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数（株）
（平成25年12月31日）

提出日現在
発行数（株）

（平成26年２月13日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 10,440,000 10,440,000

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数100株

計 10,440,000 10,440,000 － －

　

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高

（千円）

平成25年10月１日～

平成25年12月31日
－ 10,440,000 － 1,299,375 － 1,517,213

　

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成25年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

 

①【発行済株式】

 平成25年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）　

普通株式 　  377,700
－ 単元株式数100株

完全議決権株式（その他） 普通株式  10,061,000 100,610 同上

単元未満株式 普通株式       1,300 － －

発行済株式総数 10,440,000 － －

総株主の議決権 － 100,610 －

（注） 「完全議決権株式（その他）」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が22,800株及び自己株式の

うち実質的に保有していない株式1,000株が含まれております。また、「議決権の数（個）」の欄には、同機

構名義の完全議決権株式に係る議決権の数228個及び自己株式のうち実質的に保有していない株式に係る議決

権の数10個が含まれております。

 

②【自己株式等】

 平成25年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合（％）

株式会社ウィザス
大阪市中央区備後町３－６－２

ＫＦセンタービル
377,700 ―　 377,700 3.62

計 － 377,700 ―　 377,700 3.62

（注） 上記のほか株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に保有していない株式が1,000株（議決権の数

10個）あります。なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式に含

まれております。

 

２【役員の状況】

   該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１.　四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２.　監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成25年10月１日から平

成25年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,640,375 2,609,926

受取手形及び売掛金 149,838 154,956

授業料等未収入金 446,960 750,179

教材 86,101 64,532

商品及び製品 23,163 36,299

原材料及び貯蔵品 22,765 13,642

その他 572,979 715,999

貸倒引当金 △57,131 △68,111

流動資産合計 3,885,054 4,277,425

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,365,014 3,266,766

その他（純額） 1,357,622 1,257,414

有形固定資産合計 4,722,636 4,524,180

無形固定資産

のれん 12,674 10,297

その他 514,809 373,704

無形固定資産合計 527,483 384,002

投資その他の資産

投資有価証券 1,367,537 1,296,823

敷金及び保証金 1,476,739 1,349,032

その他 1,710,854 1,464,922

貸倒引当金 △194,441 △20,247

投資その他の資産合計 4,360,690 4,090,529

固定資産合計 9,610,810 8,998,712

資産合計 13,495,864 13,276,138
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 353,352 192,656

短期借入金 1,709,684 2,895,250

1年内償還予定の社債 208,000 238,000

1年内返済予定の長期借入金 399,013 331,780

未払法人税等 142,990 35,070

前受金 1,869,819 1,279,555

賞与引当金 191,511 61,576

その他 1,053,675 1,094,052

流動負債合計 5,928,045 6,127,941

固定負債

社債 231,000 388,000

長期借入金 852,042 775,395

退職給付引当金 1,020,483 1,082,290

役員退職慰労引当金 385,131 398,115

資産除去債務 542,305 509,558

その他 206,858 154,606

固定負債合計 3,237,822 3,307,966

負債合計 9,165,868 9,435,907

純資産の部

株主資本

資本金 1,299,375 1,299,375

資本剰余金 1,517,213 1,517,213

利益剰余金 1,880,393 1,398,825

自己株式 △145,779 △145,779

株主資本合計 4,551,202 4,069,635

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 199,746 189,439

土地再評価差額金 △649,568 △649,568

その他の包括利益累計額合計 △449,821 △460,128

少数株主持分 228,614 230,723

純資産合計 4,329,996 3,840,230

負債純資産合計 13,495,864 13,276,138
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年12月31日)

売上高 11,371,213 10,377,541

売上原価 8,989,091 8,199,267

売上総利益 2,382,121 2,178,273

販売費及び一般管理費 2,242,873 2,260,086

営業利益又は営業損失（△） 139,248 △81,812

営業外収益

受取利息 5,141 4,602

受取配当金 19,619 14,321

持分法による投資利益 22,984 －

イベント協力金収入 7,384 7,251

その他 17,619 15,608

営業外収益合計 72,749 41,784

営業外費用

支払利息 30,536 32,776

貸倒引当金繰入額 38,443 5,354

開業費償却 22,812 －

社債発行費 － 6,282

持分法による投資損失 － 2,742

その他 9,397 6,978

営業外費用合計 101,190 54,134

経常利益又は経常損失（△） 110,807 △94,163

特別利益

投資有価証券売却益 287,973 －

関係会社株式売却益 － 2,304

保険解約返戻金 34,609 －

持分変動利益 － 9,199

その他 7,302 －

特別利益合計 329,885 11,504

特別損失

減損損失 95,916 203,355

固定資産除却損 6,385 8,673

投資有価証券評価損 － 23,643

関係会社出資金評価損 20,663 －

その他 19,367 3,234

特別損失合計 142,333 238,907

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

298,359 △321,566

法人税、住民税及び事業税 186,235 120,364

法人税等調整額 88,038 △93,211

法人税等合計 274,273 27,152

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

24,085 △348,719

少数株主利益又は少数株主損失（△） 18,273 △9,321

四半期純利益又は四半期純損失（△） 5,811 △339,397
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

24,085 △348,719

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △85,506 △10,307

その他の包括利益合計 △85,506 △10,307

四半期包括利益 △61,421 △359,026

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △79,695 △349,704

少数株主に係る四半期包括利益 18,273 △9,321
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

持分法適用の範囲の重要な変更

第１四半期連結会計期間より、Institution for a Global Society株式会社は重要性が増したため、持分法

適用の範囲に含めております。

　

（会計方針の変更）

　該当事項はありません。

　

（会計上の見積りの変更）

該当事項はありません。　

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

 　該当事項はありません。

　

（追加情報）

　該当事項はありません。
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（四半期連結貸借対照表関係）

　　　保証債務

金融機関、取引先に対する債務保証として次のものがあります。

　
前連結会計年度

（平成25年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成25年12月31日）

金融機関との契約に基づく従業員貸付制度の

従業員借入額に対する債務保証
3,875千円 5,040千円

取引先（㈱ＪＢＳファシリティーズ）の建物

賃貸借契約に対する債務保証
352,000千円 334,000千円

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

 当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３

四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額

は、次のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日）

減価償却費 574,420千円 531,734千円

のれんの償却額 39,747千円 2,376千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日）

１．配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）　

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年５月25日

取締役会
普通株式 80,498 8.0 平成24年３月31日 平成24年６月11日 利益剰余金

平成24年11月７日

取締役会
普通株式 75,467 7.5 平成24年９月30日 平成24年12月５日 利益剰余金

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期

間末後となるもの

　

該当事項はありません。　

　

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日）

１．配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）　

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年５月27日

取締役会
普通株式 80,498 8.0 平成25年３月31日 平成25年６月11日 利益剰余金

平成25年11月６日

取締役会
普通株式 55,342 5.5 平成25年９月30日 平成25年12月４日 利益剰余金

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期

間末後となるもの

　

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

　 （単位：千円）

　

報告セグメント

その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

学習塾事業
高校・キャ
リア支援事
業

計

売上高 　 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 6,663,959 3,513,496 10,177,455 1,193,758 11,371,213     - 11,371,213

セグメント間の内部

売上高又は振替高
479     - 479 707,001 707,481 △707,481     -

計 6,664,439 3,513,496 10,177,935 1,900,760 12,078,695 △707,481 11,371,213

セグメント利益又は

損失（△）
939,667 190,401 1,130,069 △13,628 1,116,440 △977,191 139,248

（注）１　「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、広告事業、能力開発事業及び企業

内研修ポータルサイト・コンテンツ開発販売事業等を含んでおります。

２　セグメント利益又は損失（△）の調整額△977,191千円には、セグメント間取引消去3,678千円、のれん償却

額△39,747千円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△941,122千円が含まれております。全社

費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３　セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失及びのれんの金額の重要な変動）

　「学習塾事業」セグメントにおいて、店舗移転の決定に伴い、減損損失を計上しております。なお、

当該減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間においては579千円であります。

　「高校・キャリア支援事業」セグメントにおいて、店舗移転の決定に伴い、減損損失を計上しており

ます。なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間においては3,905千円であります。

　「その他」事業セグメントにおいて、収益性の低下に伴い、減損損失を計上しております。なお、当

該減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間においては91,431千円であります。
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　Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年12月31日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 （単位：千円）

　

報告セグメント

その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

学習塾事業
高校・キャ
リア支援事
業

計

売上高 　 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 6,228,950 3,041,786 9,270,736 1,106,804 10,377,541 - 10,377,541

セグメント間の内部

売上高又は振替高
193 - 193 730,400 730,594 △730,594 -

計 6,229,143 3,041,786 9,270,930 1,837,204 11,108,135 △730,594 10,377,541

セグメント利益又は

損失（△）
879,351 △27,300 852,050 △59,668 792,381 △874,194 △81,812

（注）１　「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、能力開発事業、企業内研修ポータ

ルサイト・コンテンツ開発販売事業、デジタル教育サービス事業及び広告事業等を含んでおります。

２　セグメント利益又は損失（△）の調整額△874,194千円には、セグメント間取引消去1,779千円、のれん償却

額△2,376千円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△873,597千円が含まれております。全社費

用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３　セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

　「学習塾事業」セグメントにおいて、店舗閉鎖の決定及び収益性の低下に伴い、減損損失を計上して

おります。なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間においては50,731千円でありま

す。

　「高校・キャリア支援事業」セグメントにおいて、店舗移転及び閉鎖の決定並びに収益性の低下に伴

い、減損損失を計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間におい

ては12,908千円であります。

　「その他」事業セグメントにおいて、収益性の低下に伴い、減損損失を計上しております。なお、当

該減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間においては139,716千円であります。
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（１株当たり情報）

 １株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり四半期純損失金額（△）
0円58銭 △33円75銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額又は

四半期純損失金額（△）（千円）
5,811 △339,397

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額又は

四半期純損失金額（△）（千円）
5,811 △339,397

普通株式の期中平均株式数（千株） 10,055 10,055

（注） 前第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

当第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損

失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

（重要な後発事象）

 該当事項はありません。

 

２【その他】

 平成25年11月６日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ）配当金の総額……………………………………   55,342千円

(ロ）１株当たりの金額………………………………   ５円50銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…… 平成25年12月４日

（注） 平成25年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行っております。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

　 　 平成26年2月10日

株式会社ウィザス　 　

　取締役会　御中　 　

 

　 有限責任監査法人　トーマツ 　

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 生　越　栄 美 子　　　　 印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 目　細　　　　実　　　　 印

 

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ウィ

ザスの平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成25年10月１日から平

成25年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年12月31日まで）に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期

レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ウィザス及び連結子会社の平成25年12月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要
な点において認められなかった。
　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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